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�愛媛県告示第１５７３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………１１１２

○ 医師の指定…………………………………………………………………１１１２

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………１１１３

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………１１１３

○ 愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部改正………………１１１３

○ 土地改良区役員の就退任の届出（３件）………………………………１１１４

○ 肥料の登録（２件）………………………………………………………１１１５

○ 肥料登録有効期間の更新（３件）………………………………………１１１５

○ 保安林予定森林にする旨の通知…………………………………………１１１５

○ 愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の一部改正………………………１１１６

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………１１１８

教育委員会規則

○ 愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する

発 行 愛 媛 県

規則の一部を改正する規則………………………………………………１１１８

教育委員会告示

○ 平成２０年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項…………………１１２２

○ 平成２０年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項……………１１２４

○ 平成２０年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項……１１２４

公安委員会規則

○ 愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則……………………………１１２５

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………１１２６

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………１１２６

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………１１２７

○ 資金管理団体の指定の取消し等の届出…………………………………１１２８

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

財団法人正光会 周桑こころのクリニ
ック 西条市丹原町願連寺２７４番地１ 財団法人正光会

理事長 渡部 三郎 精神通院医療 平成１９年
１０月１日

ライフケア薬局東野店 松山市東野二丁目２番７号 株式会社ホームメディケア
代表取締役 中矢 孝志

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１０月１日

クローバー薬局北日吉店 今治市北日吉町一丁目８番１７号 株式会社クローバー
代表取締役 足永 貴義

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１０月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 皮膚科・形成
外科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 永 松 将 吾 東温市志津川 平成

１９年１０月１日

〃 〃 〃 中 岡 啓 喜 〃 平成
１９年１０月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害

内科・呼吸器
科 放 射 線 第 一 病 院 渡 部 誠一郎 今治市北日吉町１－１０－５０ 平成

１９年１０月１日

〃 内科・放射線
科 〃 岡 崎 良 夫 〃 平成

１９年１０月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１９０４号 平成１９年１０月１２日

平成１９年１０月１２日金曜日 第１９０４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１５７５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７７号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１９年９月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

〃 内 科 〃 阿 部 寿 之 〃 平成
１９年１０月１日

〃 内科・放射線
科 〃 木 本 眞 〃 平成

１９年１０月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

小 林 瑞 西 条 市 立 周 桑 病 院 西条市壬生川１３１ 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－
１

平成１９年
９月１日

藤 野 俊 藤 野 医 院 伊予郡松前町浜４１７ おひさまファミリークリニッ
ク 伊予郡松前町筒井３９９－１ 平成１９年

９月１日

山 本 正 治 宇 和 島 市 立 吉 田 病 院 宇和島市立吉田町北小路甲２１
７

社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－
１

平成１９年
９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

呼吸器・ぼうこう又は直腸・小
腸機能障害 外 科 愛媛県立三島病院 高 嶋 成 輝 四国中央市中之庄町１６８４－２ 平成

１９年８月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

〃 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 福 原 稔 之 東温市志津川 平成

１９年９月４日

視 覚 障 害 眼 科 〃 陳 光 明 〃 平成
１９年９月５日

〃 〃 医療法人真泉会第一
病院 樺 沢 泉 今治市宮下町１－１－２１ 平成

１９年９月１０日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１２日 第１９０４号
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�愛媛県告示第１５７８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１５７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

肱川町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

津島町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年５厘５毛

２～７ 省略 ２～７ 省略

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 健 一 新居浜市北新町６番１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 冨 永 喜 一 大洲市肱川町山鳥坂１００３番地

〃 堀 井 一 男 大洲市肱川町宇和川２１８５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 和 大洲市肱川町予子林１９５９番地２

〃 藤 田 幸 男 大洲市肱川町予子林２１３５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 口 正 富 宇和島市津島町北灘甲３３９番地１

〃 池 田 弥三男 宇和島市津島町北灘甲４７０番地５

〃 田 中 富 明 宇和島市津島町北灘甲２１４０番地１

〃 舩 田 忠 夫 宇和島市津島町北灘甲１７７３番地

〃 森 近 男 宇和島市津島町北灘乙１７０８番地

〃 玉 木 邦 英 宇和島市津島町浦知３６１番地１

〃 村 上 康 志 宇和島市津島町下畑地甲６８３番地１

〃 山 本 岩太郎 宇和島市津島町近家甲９１１番地

〃 山 本 俊 幸 宇和島市津島町近家甲１１１２番地７

〃 泉 雄 二 宇和島市津島町高田丙１５７番地１

〃 富 永 照 瑞 宇和島市津島町近家甲３４１番地

〃 兵 頭 司 博 宇和島市津島町岩松甲１２７７番地１１

監 事 武 内 忠 一 宇和島市津島町北灘丙５８番地

〃 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５番地

〃 藤 堂 武 継 宇和島市津島町岩渕甲８３８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 曽 根 貞 義 宇和島市津島町上畑地甲６０４番地

〃 赤 松 傳 雄 宇和島市津島町高田丙３９３番地

〃 池 田 弥三男 宇和島市津島町北灘甲４７０番地５

愛 媛 県 報平成１９年１０月１２日 第１９０４号
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�愛媛県告示第１５８１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８３号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町二名乙２３６５の１、乙２３６５の４、乙２３６５の

５、乙２３６５の７、乙２３６５の９、乙２３６５の１１、乙２３７９の１、乙２３

７９の３、乙２３８０の１、乙２３８０の２、乙２３８２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

二名乙２３８０の１・乙２３８０の２（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町上黒岩２３３０、２３３６、２３３８、２４２６、２４２７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

〃 松 根 武 宇和島市津島町北灘甲１２２３番地

〃 山 口 正 富 宇和島市津島町北灘甲３３９番地１

〃 森 近 男 宇和島市津島町北灘乙１７０８番地

〃 舩 田 忠 夫 宇和島市津島町北灘甲１７７３番地

〃 本 城 倉 一 宇和島市津島町浦尻４１７番地

〃 村 上 康 志 宇和島市津島町下畑地甲６８３番地１

〃 山 本 岩太郎 宇和島市津島町近家甲９１１番地

〃 山 本 俊 幸 宇和島市津島町近家甲１１１２番地７

〃 兵 頭 司 博 宇和島市津島町岩松甲１２７７番地１１

監 事 松 藤 康 一 宇和島市津島町下畑地甲１５０９番地

〃 武 内 忠 一 宇和島市津島町北灘丙５８番地

〃 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５番地

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１９
年９月
７日

愛媛県
第１２７２
号

魚かす
粉末

ぼかし
魚粉１
号

窒素全
量
７．０

りん酸
全量
６．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１９
年８月
１５日

愛媛県
第１２７１
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

ダイヤ
粉状苦
土炭酸
石灰１
号

可溶性
苦土
１５．０
アルカ
リ
５３．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町一丁目９番４８
号

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２２
年９月
１５日

愛媛県
第１２２４
号

混合石
灰肥料

くみあ
い粒状
土壌改
良用混
合石灰
２０

アルカ
リ分
４５．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２２
年９月
１５日

愛媛県
第１２２５
号

副産石
灰肥料

粒状シ
ェルス
ター

アルカ
リ分
４８．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町一丁目９番４８
号

平成２２
年９月
２５日

愛媛県
第１２４４
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
２号

窒素全
量２．０
りん酸
全量
１４．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町一丁目９番４８
号

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２２
年９月
５日

愛媛県
第１２６７
号

魚廃物
加工肥
料

遊子漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量４．５
りん酸
全量
４．６

公定規
格のと
おり

遊子漁業協同組
合
愛媛県宇和島市
遊子２５４８番地

愛 媛 県 報平成１９年１０月１２日 第１９０４号
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� 次の森林については、主伐は、択伐による。

上黒岩２３３０・２３３８・２４２６（以上３筆について次の図に示

す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町上畑野川甲１３２８、甲１３２９の１、甲１３３０、

甲１３３１の４、甲１３３２、甲１３３４、甲１３３５の１、甲１３５０から甲１３５２

まで、甲１３５３の１、甲１３５３の２、甲１３５４の１から甲１３５４の３ま

で、甲１３５５、甲１３６１の１、甲１３６１の２、甲１３６３、甲１３６４の１か

ら甲１３６４の３まで、乙６１１の２から乙６１１の５まで、乙６１１の

８、乙６１２の１、乙６１２の３、乙６１３の１、乙６１３の４、乙６

１４の４から乙６１４の６まで、乙６１６の１、乙６１６の２、乙６１７

の１から乙６１７の１４まで、乙６１８の１から乙６１８の３まで、乙

６１９の１から乙６１９の３まで、乙６２０の１、乙６２０の２、乙６

２１の１から乙６２１の４まで、乙６２２の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

上畑野川甲１３２８・甲１３２９の１・甲１３３０・甲１３３２・甲１３３４・

甲１３３５の１・乙６２２の１（以上７筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大川４７７０

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町柳井川字鉢８２６６

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町上黒岩１９１３の１、１９１４の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１５８７号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成１９年９月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１２日 第１９０４号
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漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

愛 媛 県 報平成１９年１０月１２日 第１９０４号
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公 告

教育委員会規則

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年１０月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県教育委員会規則第１２号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１０月１２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年１０月１日 特定非営利活動法人
ヒューマン・チェーンセンター 戒 田 優 愛媛県松山市畑寺二丁目９番３３号

ディアス戒田２０１号
この法人は、青少年や子どもたちが健全に育ち、
社会の一員としての責務を担ってゆくべく新た
な出発をするための各種の支援活動を行い、「大
人たちの温かいまなざし」による、ふれあい豊
かな社会の実現に寄与することを目的とする。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生

徒

定

員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生

徒

定

員

川之江高等

学校

３年 普通科 １，０４０ ４年 普通科 夜 １６０ 川之江高等

学校

３年 普通科 １，０８０ ４年 普通科 夜 １６０

三島高等学

校

３年 普通科

商業科

情報デ

ザイン

科

７２０

１２０

１２０

４年 普通科 夜 ４０ 三島高等学

校

３年 普通科

商業科

情報デ

ザイン

科

７６０

１２０

１２０

４年 普通科 夜 ８０

省略 省略

新居浜西高

等学校

３年 普通科 ９６０ ３年

以上

普通科 夜 １６０ 新居浜西高

等学校

３年 普通科

生活文

化科

９６０

４０

３年

以上

普通科 夜 １６０

新居浜南高

等学校

３年 総合学

科

３６０ 新居浜南高

等学校

３年 総合学

科

４００

新居浜工業

高等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

情報電

子科

環境化

学科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科 夜 １２０ 新居浜工業

高等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

情報電

子科

環境化

学科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科 夜 １６０

省略 省略

西条高等学

校

３年 普通科

理数科

商業科

７６０

１２０

１２０

４年 普通科 夜 １６０ 西条高等学

校

３年 普通科

理数科

商業科

８００

１２０

１２０

４年 普通科 夜 １６０

省略 省略

丹原高等学

校

３年 普通科

園芸科

学科

４４０

１２０

丹原高等学

校

３年 普通科

園芸科

学科

４８０

１２０

今治東高等

学校

今治東高等

学校

３年 普通科 １６０

省略 省略

今治南高等

学校

３年 普通科

園芸ク

リエイ

ト科

８００

１２０

今治南高等

学校

３年 普通科

園芸ク

リエイ

ト科

８４０

１２０

大島分校 ３年 普通科 ４０ 大島分校 ３年 普通科 ８０

省略 省略

今治工業高

等学校

３年 機械科

電子機

１２０

１２０

４年 機械科 夜 ４０ 今治工業高

等学校

３年 機械科

電子機

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

夜 ８０

４０
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械科

電気科

情報技

術科

環境化

学科

繊維工

学科

デザイ

ン科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

械科

電気科

情報技

術科

環境化

学科

繊維工

学科

デザイ

ン科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

省略 省略

岩城分校 ４年 普通科 昼

夜

４０

弓削高等学

校

３年 普通科 １６０ 弓削高等学

校

３年 普通科 ２００

省略 省略

松山東高等

学校

３年 普通科 １，２００ 松山東高等

学校

３年 普通科 １，２４０

松山西高等

学校

松山西高等

学校

３年 普通科 １６０

省略 省略

松山工業高

等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

電子科

情報技

術科

工業化

学科

建築科

土木科

繊維科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

建築科

夜 １６０

１２０

１６０

松山工業高

等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

電子科

情報技

術科

工業化

学科

建築科

土木科

繊維科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

建築科

夜 １６０

１６０

１６０

省略 省略

東温高等学

校

３年 普通科

商業科

７６０

２４０

東温高等学

校

３年 普通科

商業科

８００

２４０

省略 省略

伊予高等学

校

３年 普通科 １，０８０ 伊予高等学

校

３年 普通科 １，１２０

大洲高等学

校

３年 普通科

商業科

４８０

１２０

大洲高等学

校

３年 普通科

商業科

４８０

１６０

省略 省略

八幡浜高等

学校

３年 普通科

商業科

情報ビ

ジネス

科

５６０

２４０

１２０

４年 普通科 夜 １６０ 八幡浜高等

学校

３年 普通科

商業科

情報ビ

ジネス

科

６００

２４０

１２０

４年 普通科 夜 １６０

八幡浜工業

高等学校

３年 機械科 １２０ 八幡浜工業

高等学校

３年 機械科

電気科

情報技

１２０

４０

４０
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電気技

術科

土木科

１２０

１２０

術科

電気技

術科

土木科

８０

１２０

川之石高等

学校

３年 総合学

科

４００ 川之石高等

学校

３年 総合学

科

４４０

省略 省略

土居分校 ４年 農業科 昼 ８０ 土居分校 ４年 農業科 昼 １２０

宇和島東高

等学校

３年 普通科

理数科

商業科

情報ビ

ジネス

科

４８０

１２０

２４０

１２０

３年

以上

普通科 夜 ４０ 宇和島東高

等学校

３年 普通科

理数科

商業科

情報ビ

ジネス

科

４８０

１２０

２４０

１２０

宇和島南高

等学校

３年

以上

普通科 夜 １２０ 宇和島南高

等学校

３年 普通科 １６０ ３年

以上

普通科 夜 １６０

省略 省略

南宇和高等

学校

３年 普通科

農業科

６４０

１２０

南宇和高等

学校

３年 普通科

農業科

７２０

１２０

備考 １ 新居浜南高等学校、北条高等学校及び川之石高等

学校の全日制の課程並びに新居浜西高等学校、松山

南高等学校、宇和島東高等学校及び宇和島南高等学

校の定時制の課程は、学年による教育課程の区分を

設けない課程（以下「単位制による課程」という。）

とする。

２ 省略

別表第４（第４条関係）

備考 １ 新居浜南高等学校、北条高等学校及び川之石高等

学校の全日制の課程並びに新居浜西高等学校、松山

南高等学校 及び宇和島南高等学

校の定時制の課程は、学年による教育課程の区分を

設けない課程（以下「単位制による課程」という。）

とする。

２ 省略

別表第４（第４条関係）

学校名 部 修業年限 学科 生徒定員 学校名 部 修業年限 学科 生徒定員

省略 省略

しげのぶ特別

支援学校

幼稚部 ２年保育

１年保育

１０

５

しげのぶ特別

支援学校

幼稚部 ２年保育

１年保育

１０

５

小学部 ６年 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科 ８４ 高

等

部

本科 ３年 普通科 ７６

省略 省略

備考

１・２ 省略

備考

１・２ 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成２０年度における第１学年の入学定員は、当

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名
全 日 制 の 課 程 定 時 制 の 課 程

学 科 入学定員 学 科 入学定員

川 之 江高等学校 普 通 科 ３２０
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第９号
平成２０年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成１９年１０月１２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成２０年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成２０年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成２０年度県立高等学校の第１学年の募集人員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の学科に

ついて、一括して募集することができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによ

る。

第３ 一般入学者選抜

１ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。

� 平成２０年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学校

（以下「中学校等」という。）を卒業する見込みの者又は中

等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

� 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了

した者

� 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者

２ 出願

入学志願者は、在籍又は出身の中学校等又は中等教育学校の

校長（以下「中学校長」という。）を経て（在籍及び出身の中

学校等及び中等教育学校のない場合は直接）、志願先高等学校

の校長（以下「高等学校長」という。）に入学願書を提出しな

ければならない。この場合において、全日制の課程と定時制の

課程とを併願することはできない。

出願期間は、平成２０年２月１９日（火）午前９時から同月２５日

（月）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

３ 志願変更

入学志願者は、入学願書受付締切り後、平成２０年２月２６日

（火）午前９時から３月４日（火）正午までの期間に、いずれ

の学校、いずれの課程、いずれの学科へでも１回に限り志願変

更をすることができる。

なお、当該期間中の受付時間、変更手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

４ 報告書

中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のとおりと

し、その様式等については、教育長が別に定める。

� 調査書

� 学習成績等一覧表

５ 学力検査

入学志願者全員に対して次により学力検査を行う。

� 検査教科

ア 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

イ 定時制の課程

西 条高等学校 普 通 科 ２４０

丹 原高等学校 普 通 科 １２０

今 治 南高等学校 普 通 科 ２４０

弓 削高等学校 普 通 科 ４０

東 温高等学校 普 通 科 ２４０

八 幡 浜高等学校 普 通 科 １６０

川 之 石高等学校 総 合 学 科 １２０

宇 和 島 東高等学校 普 通 科 ４０

南 宇 和高等学校 普 通 科 ２００

（高等学校の入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学校名
定時制の課程

備考
学科

新居浜工業高等学校 機 械 科 平成２０年度から生徒募集を停止

松 山 工 業高等学校 電 気 科 同

宇 和 島 南高等学校 普 通 科 同
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国語を入学志願者全員に受検させることとし、社会、数

学、理科及び英語の４教科から２教科を入学志願者に選択

させて、計３教科とする。

� 検査問題

中学校学習指導要領（平成１０年１２月文部省告示第１７６号）

に示されている各教科の目標及び内容に則し、基本的事項に

ついて出題する。

� 検査期日

平成２０年３月１１日（火）及び同月１２日（水）

� 学力検査場

志願先高等学校（本校又は分校）

６ 面接及び実技テスト

� 面接は、入学志願者全員に対して行う。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の入学志願者に対して

行う。

� 面接及び実技テストは、学力検査終了後に行う。

７ 入学者の選抜

高等学校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として、次

により入学者を選抜する。

� 各高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受ける

に足る能力・適性等を判定する。

� 全日制の課程については、次の第１選抜及び第２選抜の順

に選抜し、合格者を決定する。ただし、入学志願者数が募集

人員（推薦入学確約者を除く。以下この号において同じ。）

を下回っている場合は、ア及びイ中「募集人員」とあるのは、

「入学志願者数」と読み替えるものとする。

ア 第１選抜

調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１、第２、

第３学年において履修した必修教科の評定の合計をいう。

以下イにおいて同じ。）が上位から募集人員の９０パーセン

ト程度以内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び

実技テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜する。

イ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかったすべての者を対象に、学力

検査の成績（Ａ）、調査書点（Ｂ）、調査書の各教科の学

習の記録以外の記録並びに面接及び実技テストの評価の得

点（Ｃ）を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選

抜する。この場合において、Ａ、Ｂ及びＣの比率は、それ

ぞれＡは３～６、Ｂは２～４、Ｃは２～４の範囲内とし、

Ａ、Ｂ及びＣの比率の合計が１０となるように高等学校長が

当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若しくは

実技テストの結果のいずれかにより成業の見込みがないと

判断した場合には、合格者としない。

� 定時制の課程については、高等学校長の判断により、第１

選抜を行わず、第２選抜の方法のみによってすべての合格者

を決定することができる。

８ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方法等

は、教育長が別に定める。

平成２０年３月１８日（火）

９ 第２次募集

定時制の課程については、第１次募集における合格者が募集

人員に満たない場合は、第２次募集を行うものとする。この場

合において、学力検査の教科は、第１次募集の場合に準ずる。

学力検査を行う期日は、平成２０年４月２日（水）とし、合格

者の発表を行う期日は、同月３日（木）とする。

なお、学力検査の方法等の詳細については、教育長が別に定

める。

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

全日制の課程のすべての学科について実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科及び理数科にあっては当該学

科の募集人員の５パーセントから１５パーセントまで程度の範囲

内で、職業教育を主とする学科及び総合学科にあっては当該学

科の募集人員の２０パーセントから３０パーセントまで程度の範囲

内で高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表

する。

３ 出願資格

� 推薦入学を志願できる者は、平成２０年３月末日までに県内

の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課

程を修了する見込みの者であって、次の要件のすべてに該当

し、かつ、在籍の中学校等又は中等教育学校の校長（以下

「在籍中学校長」という。）が推薦するものとする。

ア 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適切

であること。

イ 当該高等学校・学科に適性、興味・関心を有すること。

ウ 人物が優れていること。

エ 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科におけ

る学習活動に成果が期待できること。

オ 次の要件のいずれかに該当すること。

� 特別活動において優れた実績を有すること。

� 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のうち、

いずれかの分野において、熱心な活動が見られること又

は優れた成果を上げていること。

� 理数科又は職業教育を主とする学科を志願する者にあ

っては、調査書の各教科の学習の記録のうち、それぞれ

の学科に関連した教科において秀でていること。

� 出願資格の詳細については、各高等学校長が、それぞれの

高等学校の教育目標、当該学科の特色、地域性等を十分考慮

して定めるものとする。

４ 出願

推薦入学志願者は、在籍中学校長を経て、高等学校長に推薦

入学願書及び自己アピール書を提出しなければならない。

出願期間は、平成２０年１月２３日（水）午前９時から同月３０日

（水）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

５ 報告書

在籍中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のとお

りとし、その様式等については、教育長が別に定める。

� 推薦書

� 調査書

６ 学力検査

学力検査は、行わない。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１２日 第１９０４号

１１２３



７ 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テスト

� 推薦入学志願者全員に対して、面接及び集団討論のうちか

ら少なくとも１つ並びに作文及び小論文のうちから少なくと

も１つの合わせて２つ以上を行う。

なお、面接、集団討論、作文及び小論文の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の推薦入学志願者に対

して行う。

� 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テストを行う期日

及び場所は、次のとおりとする。

平成２０年２月７日（木） 志願先高等学校（本校又は分校）

８ 推薦入学者の選抜

高等学校長は、各高等学校、学科等の特色を踏まえて、自己

アピール書、報告書並びに面接、集団討論、作文、小論文及び

実技テストの結果等を総合的に判定し、推薦入学者を選抜する。

９ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方法等

は、教育長が別に定める。

平成２０年３月１８日（火）
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�愛媛県教育委員会告示第１０号
平成２０年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成１９年１０月１２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成２０年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成２０年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成２０年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成２０年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成２０年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者で、教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願

入学志願者は、在籍する小学校等の校長（以下「小学校長」と

いう。）を経て、志願先中等教育学校の校長（以下「中等教育学

校長」という。）に入学志願書及び入学志願理由書を提出しなけ

ればならない。

出願期間は、平成１９年１２月１８日（火）午前９時から同月２５日

（火）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

５ 調査書

調査書は、小学校長から中等教育学校長に提出するものとし、

その様式等については、教育長が別に定める。

６ 面接、作文及び適性検査

� 入学志願者全員に対して、面接、作文及び適性検査を行う。

� 面接、作文及び適性検査を行う期日及び場所は、次のとおり

とする。

平成２０年１月１５日（火） 志願先中等教育学校

７ 入学者の選考

� 中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに面接、作

文及び適性検査の結果を総合的に判断して、入学予定者を選考

する。

� 入学予定者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方

法等は、教育長が別に定める。

平成２０年１月２１日（月）午前９時

８ 入学予定者の欠員の補充

入学辞退その他の理由により、入学予定者に欠員を生じた場合

は、あらかじめ定めた補欠入学予定者の中から、入学意思を確認

の上、これを補充する。

なお、欠員を補充する期間、その実施方法等については、教育

長が別に定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第１１号
平成２０年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を

次のように定める。

平成１９年１０月１２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成２０年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要

項

平成２０年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

１ 募集人員

平成２０年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別に定める。

２ 出願資格

入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令（昭和２８

年政令第３４０号）第２２条の３の表に定める程度の者で、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる要件のいずれか

に該当するものとする。

� 本科

ア 平成２０年３月末日までに特別支援学校の中学部若しくは中

学校（以下「中学部等」という。）を卒業する見込みの者又

は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了

した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 専攻科

ア 平成２０年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学校
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公安委員会規則

又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業する

見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると

認められる者

３ 出願

入学志願者は、在籍学校又は出身学校の校長（以下「在籍学校

等校長」という。）を経て（在籍学校及び出身学校のない場合は

直接）、志願先学校の校長（以下「志願先校長」という。）に入

学願書を提出しなければならない。

出願期間は、平成２０年２月１日（金）午前９時から同月１４日

（木）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、

愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定め

る。

４ 報告書

在籍学校等校長から志願先校長に提出する報告書は、次のとお

りとし、その様式等については、教育長が別に定める。

� 調査書

� 健康診断票

� 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）

５ 学力検査

特別支援学校の高等部の本科（普通科を除く。）及び専攻科の

入学志願者に対して次により学力検査を行う。

� 本科

ア 検査教科

志願先校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成１１年３月

文部省告示第６１号）に示されている中学部の各教科の目標及

び内容に則し、基本的事項について出題する。

ウ 検査期日

平成２０年３月５日（水）

エ 検査場

志願先の特別支援学校（本校）

� 専攻科

ア 検査教科

松山盲学校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題

特別支援学校高等部学習指導要領（平成１１年３月文部省告

示第６２号）に示されている各教科の目標並びに各科目の目標

及び内容に則し、基本的事項について出題する。

ウ 検査期日

平成２０年３月５日（水）

エ 検査場

松山盲学校

６ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して行う。

� 適性検査

ア 志願先校長が、学科の特色から判断して必要と認める学科

の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、志願先校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日

学力検査の検査期日と同じ日とする。

７ 入学者の選抜

志願先校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として、次に

より入学者を選抜する。

� 各学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受けるに足る

能力・適性等を判定する。

� 合否の判定に当たっては、報告書並びに学力検査の成績、面

接及び適性検査の結果等を総合して判定する。

８ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方法等は、

教育長が別に定める。

平成２０年３月１９日（水）

�愛媛県公安委員会規則第１７号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１０月１２日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（交通規制の対象から除く車両）

第２条 法第４条第２項の規定により、交通規制の対象から除く車

両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりと

する。

� 省略

� 車両の通行禁止（一方通行を除く。）及び歩行者用道路の交

通規制の対象から除く車両

ア～キ 省略

ク 次に掲げる車両で、通行禁止除外標章（別記様式第１号）

（交通規制の対象から除く車両）

第２条 法第４条第２項の規定により、交通規制の対象から除く車

両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりと

する。

� 省略

� 車両の通行禁止（一方通行を除く。）及び歩行者用道路の交

通規制の対象から除く車両

ア～キ 省略

ク 次に掲げる車両で、通行禁止除外標章（別記様式第１号）
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選挙管理委員会告示
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を掲出しているもの

� 感染症患者の収容又は感染症の予防活動のため使用中の

車両

�～� 省略

� 専ら郵便法（昭和２２年法律第１６５号）に規定する郵便物

の集配又は電報の配達のため使用中の車両

�～� 省略

ケ 省略

�・� 省略

２～７ 省略

を掲出しているもの

� 伝染病患者の収容又は伝染病の予防活動のため使用中の

車両

�～� 省略

� 専ら郵便法（昭和２２年法律第１６５号）に規定する通常郵

便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両

�～� 省略

ケ 省略

�・� 省略

２～７ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

�愛媛県選挙管理委員会告示第９５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

加藤博徳後援会 加 藤 監 一 堀 内 達 郎 伊予郡松前町大字中川原６５９－３ 平成１９年８月１日

八束正後援会 仙 波 康 宏 門 屋 美 信 伊予郡松前町徳丸２３３－４ 平成１９年８月２日

渡部昭後援会 渡 部 昭 三 浦 一 臣 松山市八反地甲２０９ 平成１９年９月５日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党愛媛県農政同
志会支部 代 表 者 石 川 迪 士 嘉喜山 登 平成１９年７月３日 政党の支部

愛媛県農政同志会 代 表 者 石 川 迪 士 嘉喜山 登 平成１９年７月３日

山田としお愛媛県後援会 代 表 者 石 川 迪 士 嘉喜山 登 平成１９年７月３日

自由民主党玉川支部 代 表 者 越 智 豊 桑 田 誠 平成１９年７月９日 政党の支部

会 計 責 任 者 阿 部 勇 二 越 智 豊

伊賀上明治後援会 代 表 者 鎌 倉 啓 典 小笠原 利 行 平成１９年７月９日

会 計 責 任 者 池 内 武 夫 高 石 健 一

税理士による山本公一後
援会 主たる事務所の所在地 宇和島市鶴島町５－６ 宇和島市山際１－４－２０ 平成１９年７月３１日

代 表 者 山 本 榮治郎 西 田 良 三
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�愛媛県選挙管理委員会告示第９６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

会 計 責 任 者 山 本 榮治郎 西 田 良 三

自由民主党愛媛県たばこ
耕作組合支部 代 表 者 古 森 泰 則 松 本 義 弘 平成１９年８月９日 政党の支部

全国たばこ耕作者政治連
盟愛媛県支部 代 表 者 古 森 泰 則 松 本 義 弘 平成１９年８月９日

自由民主党松山支部連合
会 代 表 者 川 本 光 明 松 下 長 生 平成１９年８月１５日 政党の支部

会 計 責 任 者 森 岡 功 一 橋 邦 雄

自由民主党野村支部 主たる事務所の所在地 西予市野村蔵良７ 西予市野村町野村１２－４４ 平成１９年８月２０日 政党の支部

愛媛ビルメンテナンス政
治連盟 代 表 者 武 智 健 佐 伯 喜 実 平成１９年８月２２日

会 計 責 任 者 八 石 昌 明 武 智 健

自由民主党愛媛県今治市
第三支部 主たる事務所の所在地 今治市天保山町３－１－３ポート

ビル２階 今治市桜井１－１０－２７ 平成１９年８月３１日 政党の支部

会 計 責 任 者 三 田 次 郎 依 光 幹 夫

豊洋会 主たる事務所の所在地 西予市三瓶町津布理３２１１ 松山市平和通３－１－３０ 平成１９年８月３１日

会 計 責 任 者 柳 澤 陽 造 柳 澤 晋 哉

公明党愛媛県本部 代 表 者 笹 岡 博 之 井 上 和 久 平成１９年９月３日 政党の支部

会 計 責 任 者 豊 田 実知義 笹 岡 博 之

山本公一を育てる会 会 計 責 任 者 清 水 明 志 波 明 平成１９年９月４日

えひめ民社協会 会 計 責 任 者 安 藤 雅 康 藤 川 修 次 平成１９年９月１４日

阿部悦子と市民の広場 代 表 者 青 木 和 代 流 水 龍 也 平成１９年９月２５日

会 計 責 任 者 野 中 玲 子 小 倉 正

阿 部 悦 子 を 推 薦 す る 会 流 水 龍 也 平成１９年８月１日

自由民主党愛媛県東温市第一支部 柳 沢 正 三 平成１９年８月１０日

や な ぎ さ わ 正 三 後 援 会 中 野 忠 良 平成１９年８月１０日

い よ み の る 会 上 田 利 治 平成１９年８月１４日

自由民主党愛媛県南宇和郡第一支部 猪 野 武 典 平成１９年８月２０日

槙 み つ こ 後 援 会 石 田 笑 子 平成１９年８月３１日

岡 田 幸 一 後 援 会 岡 田 一 夫 平成１９年９月６日

え ひ め の 未 来 を 考 え る 会 明 比 初 志 平成１９年９月１０日

愛 媛 維 新 の 会 田 房 美 紀 平成１９年９月１２日

藤 川 修 次 後 援 会 藤 川 修 次 平成１９年９月１３日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

日 和 佐 よ し お 後 援 会 沢 田 真喜夫 平成１８年４月１０日

愛 義 塾 松 田 仁 平成１９年７月１７日

南 予 と 県 政 を 結 ぶ 会 池 田 惣 子 平成１９年７月３１日

く す は し 康 弘 後 援 会 木 本 真 平成１９年７月３１日

和 家 稔 後 援 会 和 家 利 樹 平成１９年７月３１日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第９７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の指定の取消し等の届出があった。

平成１９年１０月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

長 島 清 志 後 援 会 長 島 清 志 平成１９年９月１５日

西 田 博 文 後 援 会 竹 本 延 男 平成１９年９月１９日

ゆ め の あ る 愛 媛 を 創 る 会 楠 橋 康 弘 平成１９年９月２０日

今 村 ま り こ 後 援 会 橘 富 彦 平成１９年９月２５日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

藤 川 修 次 松前町議会議員 藤川修次後援会 伊予郡松前町筒井１５１５ 藤 川 修 次 平成１９年９月１８日

平成１９年１０月１２日 発行
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